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➊ 申込みはスマホ・パソコンから！ エントリーシート・申込書不要！！ 

❷ 第１次試験は録画動画面接のみの人物重視！！ 

➌ 公務員経験者は筆記試験免除、早期昇格制度あり！！ 

※申込みは７月１日（水）から７月２１日（火）までに 

市ホームページからお願いします。 

市ホームページへは右のＱＲコードからアクセスできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．募集職種・採用予定人数・受験資格  
 

職種 

採用 

予定 

人数 

受験資格 

年齢要件 資格要件 

事務職 
３名 

程度 

区

分

Ａ 

平成７年４月２日

から平成２０年４

月１日までに生ま

れた人 

学校教育法による大学、短期大学等もしくは高等学校を卒業した人又

は同等の資格があると認める人 

区

分

Ｂ 

昭和５１年４月２

日以降に生まれた

人 

【公務員経験者】 

国、都道府県又は当市を含む市区町村において、事務職の常時勤務を

要する職（会計年度任用職員、非常勤職員、任期付職員は除く）とし

て一般行政事務に関する実務経験が直近１０年以内に３年以上ある人 

事務職

（社会

福祉

士） 

２名 

程度 

昭和５１年４月２日以

降に生まれた人 

区

分

Ａ 

社会福祉士の資格を有する人 

区

分

Ｂ 

【公務員経験者】 

国、都道府県又は当市を含む市区町村において、社会福祉士の常

時勤務を要する職（会計年度任用職員、非常勤職員、任期付職員

は除く）としてケースワーカー等の実務経験が直近１０年以内に

３年以上ある人 

建築職 
４名 

程度 

昭和５１年４月２日以

降に生まれた人 

区

分

Ａ 

次の①又は②に該当する人 

①学校教育法による大学、短期大学等又は高等学校で建築に関す

る専門の課程を修了した人 

②一級又は二級建築士のいずれかの資格保持者 

区

分

Ｂ 

【公務員経験者】 

国、都道府県又は当市を含む市区町村において、建築職の常時勤

務を要する職（会計年度任用職員、非常勤職員、任期付職員は除

く）として建築工事に係る設計、施工管理等の実務経験が直近１

０年以内に３年以上ある人 

令和８年１１月１日採用 

交野市職員採用試験要項 
令和８年６月  総務部人事課 

 
交野市採用試験は・・・ 
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土木職 
４名 

程度 

昭和５１年４月２日以

降に生まれた人 

区

分

Ａ 

次の①又は②に該当する人 

①学校教育法による大学、短期大学等又は高等学校で土木に関す

る専門の課程を修了した人 

②１級又は２級土木施工管理技士、技術士（建設又は上下水道部

門）のいずれかの資格保持者 

区

分

Ｂ 

【公務員経験者】 

国、都道府県又は当市を含む市区町村において、土木職の常時勤

務を要する職（会計年度任用職員、非常勤職員、任期付職員は除

く）として土木工事に係る設計、施工管理等の実務経験が直近１

０年以内に３年以上ある人 

保育士 
１名 

程度 

平成７年４月２日以降

に生まれた人 

保育士資格及び幼稚園教諭免許の両方を有する人 

 

※保育士の業務へ従事するに当たっては、令和８年１２月２５日に施

行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴

力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９号。以

下「こども性暴力防止法」といいます。）に基づき、特定性犯罪の前科

の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 

特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、

こども性暴力防止法に基づき、保育士の業務に従事させないこと等の

措置を講じる必要があるため、本市の採用条件の一つとして、特定性

犯罪の前科がないことを求めることとしています。 

このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、

特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。 

「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容については、参照

条文をご参照ください。 

※学歴、資格については、令和８年１０月末までに卒業見込み又は取得見込みの人を含みます。 

※地方公務員法第１６条に定められている欠格条項に該当する人は受験できません。 

※日本国籍の有無は問いません。ただし、日本国籍を有しない人は、公権力の行使又は公の意思形成への参

画に携わる職以外の職に任用されますので、最終合格発表後に申し出てください。 

※市職員として職務に専念する必要があるため、最終合格者で就業中の人は、令和８年１０月３１日までに

離職してください。 

 

【公務員経験者】各職種の実務経験について 

・実務経験は、令和８年３月３１日時点において受験資格に定める経験期間を満たすことを要します。 

・実務経験には、休職及び育児休業等、実際に勤務していない期間は含めません。 

・最終合格発表後に職務経験期間確認のため、職歴証明書等を提出していただきます。職歴の証明ができな

い場合や虚偽の申告が明らかとなった場合は、合格を取り消します。 

 

【保育士】「こども性暴力防止法」に基づく特定性犯罪の前科の有無の確認について 

・本市から対応を指示された「こども性暴力防止法」に基づく犯罪事実確認に必要な手続等に対応しない場

合は、合格を取り消します。 

 

（参照条文） 

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律

（令和６年法律第６９号）（抄） 

 （定義） 

第二条（略） 

７ この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。 
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一 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二

条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条（同項の罪に係る部分に限る。）

の罪 

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第四条の罪（刑法第二百四十一条第

一項の罪を犯す行為に係るものに限る。） 

三 児童福祉法第六十条第一項の罪 

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成十

一年法律第五十二号）第四条から第八条までの罪 

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記

録の消去等に関する法律（令和五年法律第六十七号）第二条から第六条までの罪 

六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するもの

として政令で定めるもの 

イ みだりに人の身体の一部に接触する行為 

ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しく

は写真機その他の機器（以下このロにおいて「写真機等」という。）を用いて撮影し、又は当該

下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為 

ハ みだりに卑わいな言動をする行為（イ又はロに掲げるものを除く。） 

ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為 

８ この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者（その刑の全部の執行猶予の言渡しを

受けた者（当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。）

を除く。）であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して

二十年を経過しないもの 

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判

が確定した日から起算して十年を経過しないもの 

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの 

附 則 

（改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係） 

第二条 第二条第七項（第一号に係る部分に限る。）の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号

に掲げる罪とみなす。 

一 刑法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」と

いう。）による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪

又はこれらの罪の未遂罪 

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（令和五年法律第六十六号）第一条の規定による改

正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪 

２ 第二条第七項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条

の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪（刑法一部改正法による改正

前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。）は、同号に掲げる

罪とみなす。 

（懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係） 

第三条 第二条第八項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）及び第三十四条第二項（第一号並びに

第二号ロ及びホに係る部分に限る。）の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律（令和
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四年法律第六十七号）第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執

行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。 

※第２条第７項第６号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のた

めの措置に関する法律施行令（令和７年政令第 440号）第２条及び附則第２項に掲げる条例（各都道府県の

いわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例）で定める又は定められていた罪であって、同号イからニま

でに掲げる行為のいずれかを罰するものをいいます。 

 

 

２．試験内容・結果通知等  
 

試験 試験方法 試験日 場所 結果通知 

第１次 

試 験 
録画動画面接 

令和８年７月１日（水）～ 

７月２３日（木） 

※申込は７月２１日（火）まで 

ＷＥＢ方式 

令和８年８月１２日

（水）までにシステ

ム上で通知 

第２次 

試 験 

①基礎能力検査・事務能力検査 

（各職種の区分Ｂ（公務員経験

者枠）は、除く） 

令和８年８月１５日（土）～ 

    ８月２３日（日） 

テストセン

ター 
令和８年９月４日

（金）までにシステ

ム上で通知 
②集団討論面接 令和８年８月２９日（土） 

ゆうゆうセ

ンター 

第３次 

試 験 
個人面接 令和８年９月１２日（土） 交野市役所 

令和８年９月１８日

（金）までにシステ

ム上で通知 

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者に、第３次試験の詳細は第２次試験合格者に、それぞれ通知します。 

※第２次試験の基礎能力検査の試験内容は、高等学校卒業程度のものです。 

 

 

３．受験申込・第１次試験（録画動画面接）手続  
 

申込期間 
令和８年７月１日（水）～７月２１日（火） 

※７月２１日（火）までの本登録により、７月２３日（木）まで録画動画の投稿が可能です。 

申込方法 インターネットによる申込み 
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事前準備 

１．スマートフォン又はパソコン 

 （スマートフォン以外の携帯電話には対応していません。） 

【ウェブブラウザの推奨環境について】 

Google Chrome 最新版 

Microsoft Edge 最新版 

※JavaScript が使用できる設定であること。 

※一部の機能は PDF を閲覧できる環境が必要です。 

２．メール受信設定 

 「city.katano.osaka.jp」「bsmrt.biz」「cbt-s.com」のドメインから送付される電子メールが受信で

きるように設定してください（設定方法については、各自で確認してください。）。 

３．顔写真のデータ 

 ・申込前６か月以内に撮影した、本人と確認できる明瞭な写真データ 

 ・登録可能なファイル形式は、画像（JPEG 又は JPG）のみです。 

 ・登録可能なデータサイズは、最大３ＭＢです。 

申込手順 

１．申込手順 

①事前登録（７月１日（水）～７月２１日（火）） 

市ホームページから申込専用サイト「採用管理システム」へ接続し、メールアドレス等を事前登録 

②本登録（７月１日（水）～７月２１日（火）） 

事前登録完了のメールを受信後、メールに記載されたＵＲＬにアクセスし、マイページ内で受験者

情報等を本登録 

事前登録完了メールに記載されているログインＩＤは、本登録後も必要となりますので、必ず保存

しておいてください。 

③本登録完了メールの受信 

  本登録後２４時間が経過しても、本登録完了メールが届かない場合は、人事課までお問い合わせく

ださい。 

２．録画動画投稿手順（第１次試験） 

①録画動画面接招待メールの受信 

録画動画面接招待メールは、本登録完了から１～３日後に送信されます。 

②録画動画の投稿（７月１日（水）～７月２３日（木）） 

  録画動画面接招待メール受信後、メールに記載されたＵＲＬにアクセスし、ナビゲーションに従っ

て回答 

  ※動画投稿が完了するまでは、撮り直しが可能です。 

※動画投稿完了後の変更等は一切できませんので、ご了承ください。 

※動画投稿に際してのシステムトラブル等については、サポートデスクにお問い合わせください。 

ＴＥＬ０３－６６３０－５３３９（９時～１８時、土日も対応） 

③録画動画投稿完了メールの受信 

  録画動画投稿後２４時間を経過しても、完了メールが届かない場合は、録画動画が正しくアッ

プロードできていない可能性がありますので、必ず人事課までお問い合わせください。 
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注意事項 

・申込締切り直前は、サーバーが混み合うこと等により、申込みに時間がかかる恐れがあります。余裕

をもって、早めに申込手続を行ってください。締切日を過ぎた申請は、一切受け付けることはできま

せんので、ご了承ください。 

・受付期間中は、２４時間いつでも申込みができますが、システムの保守・点検等を行う必要がある場

合や、重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合は、事前の通知を行うことなく、本システム

の運用の停止、休止、中断又は制限を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。また、

このために生じた申込みの遅延等には一切の責任を負いませんので、ご注意ください。 

 

 

４．提出書類  
第２次試験合格者には、第３次試験までに以下の書類を提出していただきます。 

なお、提出書類は一切返却しません。 

【全職種共通】 

①最終学校卒業（見込み）証明書及び成績証明書 

【建築職Ａ及び土木職Ａの①専門課程修了要件による受験者】 

②当該職種に関する専門の課程を修了した学校の卒業（見込み）証明書及び成績証明書 

（※上記①最終学校卒業（見込み）証明書及び成績証明書と異なる学校の場合のみ） 

【事務職（社会福祉士）Ａ・保育士及び建築職Ａ・土木職Ａの②資格要件による受験者】 

③受験資格となる資格証明書、免許状等の写し（取得見込みの人を除く。なお、取得見込みの人は、資

格試験の合否結果がわかり次第、証明書等を速やかに提出してください。） 

 

 

５．採用の時期等  
  最終合格者として決定した人は、採用候補者名簿に登載し、令和８年１１月１日以降、必要に応じて当

該名簿の登載順に採用します。 

なお、最終合格者で、受験資格区分による学校を卒業見込みの人が当該学校を卒業できなかった場合、

資格・免許取得見込みの人が当該資格・免許を取得することができなかった場合、職務経験が受験資格要

件に満たなかった場合又は学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称がある場合は、採用候補

者名簿から削除します。 

 

 

６．給与  
給料（初任給）は、おおむね次のとおり支給されます。 

（過去の経歴により一定の基準で加算される場合があります。） 

採用区分 
初任給モデル 

（地域手当含む） 

大学新卒 ２７１，０４０円 

短大（２年制）新卒 ２５９，８４０円 

高校新卒 ２４５，７２８円 

２７歳（大卒）※正職員５年間の職務経験あり ２９５，６８０円 

３２歳（大卒）※正職員１０年間の職務経験あり ３１２，７０４円 
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３７歳（大卒）※正職員１５年間の職務経験あり ３２９，５０４円 

４２歳（大卒）※正職員２０年間の職務経験あり ３４７，９８４円 

※このほか、扶養手当、通勤手当、住居手当等の諸手当が、それぞれの条件に応じて支給されます。 

   ただし、制度の改正により、金額が変わることがあります。 

  ※退職手当の算定基礎となる勤続期間に、本市以外での公務員在職期間及び過去の本市在職期間を引 

き継ぐことはできませんので、ご留意ください。 

  ※各職種の区分Ｂ（公務員経験者枠）は、本人の希望次第では、これまでの経験や経歴に応じて早期昇 

格制度があります。 

 

 

７．受験上の注意事項  
①採用試験に関して提出された個人情報は、採用試験実施の円滑な遂行のために用い、それ以外の目的に

は使用しません。 

②受験資格がないこと又は受験申込等の記載事項が正しくない場合は、合格を取り消すことがあります。 

③大雨、台風、地震等により、試験日、試験内容、採用予定日を変更する場合があります。延期や変更が

あるときは、別途通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

交野市役所 総務部 人事課（本庁２階） 

〒５７６－８５０１  交野市私部１－１－１ 

電 話：０７２－８９２－０１２１（内線２８０・２９３） 

メール：jinjisaiyou@city.katano.osaka.jp 

 

 

一緒にお仕事し

ませんか？ 

お申込みをお待

ちしています！ 

市役所屋上にて 

交野の緑と街並みを背景に 


